
社労士による新型コロナウイルス感染症対応のための
労務管理・労働相談ダイヤルを開設

相談日 毎月第２、第３、第４木曜日

時 間 １０：００～１６：００
（１２時～１３時は休憩となっております。）

場 所 広島市中区橋本町１０－１０ 広島インテスビル５Ｆ
広島県社会保険労務士会 総合労働相談所

相談費用 無 料

相談内容

新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理上の実務
事業所閉鎖に伴う休業補償
雇用調整助成金(新型コロナウィルス特例)
小学校等の臨時休業に対応する特別有給
テレワーク、時差出勤など

に関する、経営者や働く皆様からのご相談に社労士がお答え
します。

0120-73-0610

広島県社会保険労務士会

人を大切にする会社づくり

新型コロナウイルス感染症対応のための

労務管理・労働相談ダイヤル

0570-07-4864
ナビダイヤル おなやみ しゃろうし

全国連合会では平日毎日(11:00～14:00)まで受付


